
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
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一
部
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改
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る
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則

一

○
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

訓

令

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

九

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
〇

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
〇

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
三

○
福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
四

○
福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
四

規

則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
及
び
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
六
号

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
福
島
市
の
部

の
項
中
「飯

野
町
飯
野

」
を
「飯

野
町

」
に
改
め
、
同
表
会
津
若
松
市
の

36

部
９
の
項
中
「及

び
北
会
津
町
三
本
松

」
を
「

北
会
津
町
三
本
松
及
び
北
会
津
町
水
季
の
里

」
に
改

、

め
、
同
部

の
項
中
「北

会
津
町
宮
袋

」
の
次
に
「

北
会
津
町
宮
袋
新
田

」
を
加
え
、
同
部

の
項

10

、

11

中
「及

び
河
東
町
南
高
野

」
を
「

河
東
町
南
高
野
及
び
河
東
町
工
業
団
地

」
に
改
め
、
同
表
郡
山
市

、

の
部
２
の
項
中
「及

び
安
積
町

」
を
「

安
積
町
巳
六
段
安
積
北
井
一
丁
目
安
積
北
井
二
丁
目

、
、

、
、

、
安
積
荒
井
一
丁
目

安
積
荒
井
二
丁
目

安
積
荒
井
三
丁
目
及
び
安
積
荒
井
本
町

」
に
改
め
、
同
部
４

、
、

の
項
中
「町

東
備
前
舘

不
動
前

名
郷
田

新
屋
敷

」
を
「町

東
一
丁
目

町
東
二
丁
目

町
東

、
、

、
、

、
、

三
丁
目

備
前
舘
一
丁
目

備
前
舘
二
丁
目

不
動
前
一
丁
目

名
郷
田
一
丁
目

名
郷
田
二
丁
目

、
、

、
、

、
、

新
屋
敷
一
丁
目
、
新
屋
敷
二
丁
目

」
に
、
「及

び
富
田
東

」
を
「

富
田
東
一
丁
目
富
田
東
二
丁
目

、
、

、
富
田
東
三
丁
目

富
田
東
四
丁
目

富
田
東
五
丁
目
及
び
富
田
東
六
丁
目

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中

、
、

13

「及
び
う
ね
め
町

」
を
「

う
ね
め
町
及
び
中
ノ
目
一
丁
目

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「及

び
八
山

、

18

田

」
を
「

八
山
田

八
山
田
西
一
丁
目

八
山
田
西
二
丁
目

八
山
田
西
三
丁
目

八
山
田
西
四
丁

、
、

、
、

、
目
及
び
八
山
田
西
五
丁
目

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「及

び
待
池
台

」
を
「

待
池
台
及
び
上
伊
豆

27

、
島
一
丁
目

」
に
改
め
、
同
表
い
わ
き
市
の
部

の
項
中
「及

び
葉
山

」
を
「

葉
山

泉
も
え
ぎ
台
一

18

、
、

丁
目

泉
も
え
ぎ
台
二
丁
目
及
び
泉
も
え
ぎ
台
三
丁
目

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「白

水
小
学
校

」

、

30

を
「旧

白
水
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
須
賀
川
市
の
部
３
の
項
中
「及

び
池
ノ
下
町

」
を
「

池
ノ
下

、
町

山
寺
町

北
山
寺
町
及
び
西
山
寺
町

」
に
改
め
、
同
部
４
の
項
中
「及

び
大
桑
原

」
を
「

大
桑

、
、

、
原
及
び
吉
美
根

」
に
改
め
、
同
表
二
本
松
市
の
部
５
の
項
中
「木

藤
次
郎
内
向
作
田

」
を
「木

藤
次
郎

内
向
作
田

」
に
改
め
、
同
表
田
村
市
の
部

の
項
中
「西

向
小
学
校

」
を
「旧

西
向
小
学
校

」
に
改

、

11

め
、
同
部

の
項
中
「関

本
小
学
校

」
を
「旧

関
本
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
南
相
馬
市
の
部
３
の
項

13

中
「及

び
小
木
迫

」
を
「

小
木
迫
及
び
陣
ヶ
崎

」
に
改
め
、
同
表
伊
達
市
の
部

の
項
中
「富

成
小

、

12

学
校

」
を
「旧

富
成
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
猪
苗
代
町
の
部
７
の
項
中
「福

島
県
道
路
公
社
磐
梯
吾

妻
総
合
事
務
所

」
を
「県

北
建
設
事
務
所
吾
妻
土
湯
道
路
管
理
所

」
に
改
め
、
同
表
会
津
美
里
町
の
部

９
の
項
中
「及

び
横
堀
下

」
を
「

横
堀
下

思
堀

黒
川
及
び
山
道
上

」
に
改
め
、
同
表
浅
川
町
の

、
、

、

部
２
の
項
中
「里

白
石
小
学
校

」
を
「旧

里
白
石
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部
３
の
項
中
「山

白
石
小
学

校

」
を
「旧

山
白
石
小
学
校

」
に
改
め
、
同
表
古
殿
町
の
部
４
の
項
中
「及

び
字
横
川

」
を
「

字
横

、
川
及
び
字
新
桑
原

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
福
島
市
の
部
、
会

津
若
松
市
の
部
、
郡
山
市
の
部
、
い
わ
き
市
の
部

の
項
、
須
賀
川
市
の
部
、
二
本
松
市
の
部
、
南
相

18

馬
市
の
部
、
猪
苗
代
町
の
部
、
会
津
美
里
町
の
部
及
び
古
殿
町
の
部
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
七
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
第
七
十
九
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
七

条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
指
定
（
許
可
）
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請

書
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
中
「
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
利
用
定
員
増
加
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
」
を

「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
の
申
出
書
（
様
式
第
二
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
出

書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
第
八
十
二
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
九
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第

百
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
変
更
届
出
書
（
様
式
第
三
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
百
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
再

開
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九

十
九
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
百
十
三
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
廃
止
（
休
止
）
届
出
書
（
様
式
第

四
号
の
二
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
指
定
辞
退
届
出
書
（
様
式
第
五
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
特
例
に
係
る
特
段
の
申
出
）

第
四
条
の
二

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
」
を
「
知
事

が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
管
理
者
承
認
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め

る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
広
告
事
項
許
可
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定

め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
指
定
変
更
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に

定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
削
り
、
「
指
定
（
許
可
）
更
新
申
請
書
（
様
式
第
十

号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
介
護
医
療
院
の
開
設
許
可
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
介
護
医
療
院
の
管
理
者
の
承
認
の
申
請
）

第
九
条
の
三

法
第
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
医
療
院
の
管
理
者
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
介
護
医
療
院
の
広
告
事
項
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条
の
四

法
第
百
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事

が
別
に
定
め
る
申
請
書
に
よ
り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
業
務
管
理
体
制
整
備
（
区
分
変
更
）
届
出
書
（
様
式
第
十
一
号
）
」
を
「
知
事
が

別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
業
務
管
理
体
制
変
更
届
出
書
（
様
式
第
十
二
号
）
」

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
、
第
八
十
三
条
の
二
第
四
項
」
を
削
り
、
「
第
百
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
百

十
四
条
の
五
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
の
四
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出

さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
提

出
さ
れ
た
申
請
書
等
と
み
な
す
。

（
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室
）

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
野
田
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
九
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同

表
福
島
県
営
森
合
台
の
前
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
三
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
霞

町
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
五
」
を
「
〇
・
九
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
宮
代
団
地
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

福
島
県
営
宮
代
団
地

福
島
市

一
号
棟
か
ら
十
四
号
棟
ま
で

〇
・
七
七

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
上
川
原
田
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
四
」
を
「
〇
・
八
三
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
営
蓬
莱
団
地
の
項
中
「
十
四
号
棟
の
三
号
室
か
ら
六
号
室
ま
で
」
を
「
十
四
号
棟
の
四
号

室
、
五
号
室
」
に
改
め
、
「
、
十
四
号
室
、
十
五
号
室
」
を
削
り
、
「
か
ら
二
十
五
号
室
ま
で
、
二
十

七
号
室
か
ら
三
十
二
号
室
ま
で
、
三
十
四
号
室
、
三
十
五
号
室
及
び
三
十
七
号
室
か
ら
四
十
号
室
ま
で
」

を
「
、
十
九
号
室
か
ら
二
十
一
号
室
ま
で
、
二
十
九
号
室
か
ら
三
十
一
号
室
ま
で
、
三
十
九
号
室
及
び

四
十
号
室
」
に
、
「
十
四
号
棟
の
一
号
室
、
二
号
室
」
を
「
十
四
号
棟
の
一
号
室
か
ら
三
号
室
ま
で
、

六
号
室
」
に
、
「
、
十
三
号
室
、
十
六
号
室
、
二
十
六
号
室
、
三
十
三
号
室
及
び
三
十
六
号
室
」
を
「
か

ら
十
六
号
室
ま
で
、
十
八
号
室
、
二
十
二
号
室
か
ら
二
十
八
号
室
ま
で
及
び
三
十
二
号
室
か
ら
三
十
八

号
室
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
花
見
山
団
地
の
項
中
「
〇
・
七
六
」
を
「
〇
・
七
五
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
営
石
倉
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
五
」
を
「
〇
・
九
六
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
仁
池
向

「

一
号

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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団
地
の
項
中
「
〇
・
八
七
」
を
「
〇
・
八
八
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
柴
宮
団
地
の
項
中

二
十

二
十

棟
か
ら
四
号
棟
ま
で

〇
・
八
八

「
を

一
号
棟
か
ら
四
号
棟
ま
で

〇
・
八
八

一
号
棟
、
二
十
二
号
棟
、

〇
・
八
一

」

八
号
棟
、
三
十
号
棟

」

に
、
「
二
十
号
棟
、
二
十
三
号
棟
か
ら
二
十
六
号
棟
ま
で
、
三
十
四
号
棟
か
ら
三
十
七
号
棟
ま
で
、
三

十
九
号
棟
」
を
「
三
十
九
号
棟
」
に
、
「
か
ら
四
十
六
号
棟
ま
で
」
を
「
の
一
号
室
、
三
号
室
、
五
号

室
、
十
二
号
室
か
ら
十
四
号
室
ま
で
、
二
十
号
室
、
二
十
六
号
室
及
び
二
十
八
号
室
か
ら
三
十
号
室
ま

で
、
四
十
五
号
棟
、
四
十
六
号
棟
」
に
、
「
四
十
八
号
棟
の
十
一
号
室
、
十
二
号
室
」
を
「
四
十
八
号

棟
の
十
二
号
室
」
に
改
め
、
「
及
び
三
十
二
号
室
」
の
下
に
「
、
四
十
四
号
棟
の
二
号
室
、
四
号
室
、

六
号
室
か
ら
十
一
号
室
ま
で
、
十
五
号
室
か
ら
十
九
号
室
ま
で
、
二
十
一
号
室
か
ら
二
十
五
号
室
ま
で

及
び
二
十
七
号
室
」
を
加
え
、
「
一
号
室
か
ら
十
号
室
ま
で
」
を
「
一
号
室
か
ら
十
一
号
室
ま
で
」
に

「

一
号
棟
か
ら
三
号
棟
ま
で
、
五

〇
・
八
一

号
棟

「

改
め
、
同
表
福
島
県
営
安
積
団
地
の
項
中

を

四
号
棟
、
六
号
棟
か
ら
十
六
号

〇
・
八
四

棟
ま
で

」

十
四
号
棟
か
ら
十
六
号
棟
ま
で

〇
・
八
三

に
、
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
三
」
に
改
め
、
同

」

表
福
島
県
営
富
田
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
五
」
を
「
〇
・
九
九
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
日
和
田
団

地
の
項
中
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
五
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
八
山
田
団
地
の
項
中
「
〇
・
九

四
」
を
「
〇
・
九
八
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
東
原
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
三
」
を
「
〇
・
九
七
」

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
鶴
見
坦
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
九
」
を
「
一
・
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
福
島

県
営
守
山
駅
西
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を
「
〇
・
八
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
桜
岡
団
地
の

「

項
中
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・
八
九
」
に
、
「
〇
・
八
八
」
を
「
〇
・
八
七
」
に
改
め
、
同
表
中

「

須
賀
川
市

〇
・
八
五

を

須
賀
川
市

」

〇
・
八
四

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
平
沢
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
九
」

」

「

を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
松
風
の
里
団
地
の
項
中

「

一
号
棟
の
一
号
室
、
二
号
室
、

〇
・
八
四

五
号
室
、
七
号
室
か
ら
十
五
号

室
ま
で
、
二
十
一
号
室
、
二
十

二
号
室
、
二
十
四
号
室
か
ら
二

十
八
号
室
ま
で
及
び
三
十
号
室
、

〇
・
八
四

を

二
号
棟
か
ら
四
号
棟
ま
で

に
改
め
、
同
表
福
島
県

」

一
号
棟
の
三
号
室
、
四
号
室
、

〇
・
八
六

六
号
室
、
十
六
号
室
か
ら
二
十

号
室
ま
で
、
二
十
三
号
室
及
び

二
十
九
号
室

」

営
関
川
窪
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
二
」
を
「
〇
・
八
三
」
に
、
「
〇
・
八
四
」
を
「
〇
・
八
五
」
に
改

め
、
同
表
福
島
県
営
白
梅
が
郷
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・
八
九
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県

営
白
坂
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
一
」
を
「
〇
・
九
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
南
湖
南
団
地
の
項
中

「
〇
・
八
七
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
八
日
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を

「
〇
・
八
七
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
御
旗
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を
「
〇
・
八
五
」
に
改

め
、
同
表
福
島
県
営
日
吉
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
七
」
を
「
〇
・
八
八
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
対

馬
館
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
五
」
を
「
〇
・
八
六
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
錦
町
団
地
の
項
中
「
〇
・

八
四
」
を
「
〇
・
八
三
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
五
月
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
七
」
を
「
〇
・
八

六
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
古
川
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
五
」
に
改
め
、
同
表

福
島
県
営
年
貢
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
三
」
を
「
〇
・
九
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
白
虎
団
地

の
項
中
「
〇
・
九
八
」
を
「
〇
・
九
九
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
城
北
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
八
」

を
「
〇
・
九
六
」
に
、
「
一
・
〇
〇
」
を
「
〇
・
九
八
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
東
桜
ガ
丘
団
地
の

項
中
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
五
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
小
野
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を

「
〇
・
八
七
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
沖
の
内
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
三
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改

め
、
同
表
福
島
県
営
小
川
町
東
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
二
」
を
「
〇
・
九
三
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県

営
小
川
町
西
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を
「
〇
・
九
一
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
仲
町
団
地
の
項

中
「
〇
・
八
九
」
を
「
〇
・
九
一
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
北
原
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
八
」
を

「
〇
・
八
九
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
南
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
七
」
を
「
一
・
〇
一
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
営
西
町
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
五
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
上
町
団

地
の
項
中
「
〇
・
九
七
」
を
「
一
・
〇
一
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
牛
越
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
七
」

を
「
〇
・
九
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
下
北
迫
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
九
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
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改
め
、
同
表
福
島
県
営
梅
ケ
丘
団
地
の
項
中
「
五
号
棟
」
を
「
四
号
棟
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
四

ツ
波
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
四
」
を
「
〇
・
八
三
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
高
坂
団
地
の
項
中
「
二

号
棟
」
の
下
に
「
、
五
号
棟
」
を
加
え
、
「
か
ら
五
号
棟
ま
で
」
を
「
、
四
号
棟
」
に
改
め
、
同
表
福

島
県
営
宮
沢
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
〇
」
を
「
〇
・
七
九
」
に
、
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・
八
九
」
に

改
め
、
同
表
福
島
県
営
秋
山
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
四
」
を
「
〇
・
八
三
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営

下
荒
川
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
五
」
を
「
〇
・
八
六
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
比
良
団
地
の
項
中

「
〇
・
八
二
」
を
「
〇
・
八
三
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
鯨
岡
団
地
の
項
中
「
〇
・
七
九
」
を
「
〇
・

七
八
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
富
岡
団
地
の
項
中
「
〇
・
七
九
」
を
「
〇
・
八
二
」
に
改
め
、
同
表

福
島
県
営
道
珍
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
六
」
を
「
〇
・
八
七
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
上
浅
貝
団
地

の
項
中
「
〇
・
八
〇
」
を
「
〇
・
七
九
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
水
野
谷
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
一
」

を
「
〇
・
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
白
米
団
地
の
項
中
「
〇
・
七
八
」
を
「
〇
・
七
七
」
に
改

め
、
同
表
福
島
県
営
根
小
屋
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
五
」
を
「
〇
・
八
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営

鹿
島
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・
九
四
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
下
神
白
団
地
の
項
中

「
〇
・
八
八
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
関
船
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
六
」
を
「
〇
・

九
五
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
高
萩
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
一
」
を
「
〇
・
八
九
」
に
改
め
、
同
表

福
島
県
営
四
ツ
倉
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・
九
一
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
中
原
団
地

の
項
中
「
〇
・
九
〇
」
を
「
〇
・
八
八
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
下
矢
田
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
二
」

を
「
〇
・
九
一
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
平
赤
井
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
三
」
を
「
〇
・
八
九
」
に

改
め
、
同
表
福
島
県
営
北
好
間
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
四
」
を
「
〇
・
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県

営
磐
崎
団
地
の
項
中
「
〇
・
八
九
」
を
「
〇
・
八
七
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
福
島
県
営
荒
井
団
地
の
項
中
「
〇
・
九
一
八
一
」
を
「
〇
・
九
一
四
二
」
に
、
「
〇
・
九

二
二
〇
」
を
「
〇
・
九
一
八
一
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
総
合
衛
生
学
院
長

別
表
中

を
「
総
合
衛
生
学
院
長
」
に
、
「
衛
生
研
究
所
副
所
長
（
医
療
職
給

衛
生
研
究
所
長

」

料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
を
「
衛
生
研
究
所
長
」
に
、
「
衛
生
研
究
所
副
所
長

（
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
」
を
「
衛
生
研
究
所
副
所
長
」
に
、
「
ハ

「
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
会
津
若
松
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
副

に
改
め
る
。

所
長
」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
訓
令
第
九
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
条
に
」
を
「
第
七
条
の
五
及
び
第
十
条
に
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
四
第
一
項
中
「
第
一
号
様
式
の
二
」
の
下
に
「
又
は
第
一
号
様
式
の
二
の
二
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
五
の
見
出
し
中
「
時
間
外
勤
務
」
を
「
超
過
勤
務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
時
間
外

勤
務
の
」
を
「
超
過
勤
務
（
規
則
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
」

に
、
「
時
間
外
勤
務
制
限
請
求
書
」
を
「
超
過
勤
務
制
限
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
時
間

外
勤
務
」
を
「
超
過
勤
務
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
）

第
十
条
の
二

年
次
有
給
休
暇
が
十
日
以
上
与
え
ら
れ
た
技
能
労
務
職
員
（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及

び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る

職
員
を
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
職
員
の
有
す
る
年
次
有
給
休
暇
日
数
の
う
ち
五
日
に
つ
い
て
、

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給

休
暇
の
時
季
指
定
を
所
属
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
三
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し

た
日
数
分
を
五
日
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
時
季
指
定
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
年
次
有
給
休
暇
時
季
指
定
（
変

更
）
通
知
書
（
第
五
号
様
式
の
七
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
職
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
ル

「
85.6

ト

ミリ

ー



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号5

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
一
号
様
式
中
「
65ミ

リ
メ

ート
ル

」
を
「
54ミ

リ
メ

ート
ル

」
に
、

メ

を

メ

に
改
め
る
。

リ

ー

ミ

ト

」

ル

」

90

第
一
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号 6

第１号様式の２の２（第７条の４関係）

早 出 遅 出 勤 務 請 求 書

年 月 日
（所属長） 様

職 氏 名（記名押印又は署名）

下記のとおり早出遅出勤務を請求します。

１ 請求に係る職員の区分（該当するものを １ 身体障害者手帳の交付を受けている者
○で囲むこと。）

２ 療育手帳又はそれに相当する手帳の交付を受けてい
る者

３ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

４ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律
第123号）第37条第２項に規定される上記以外の対象障
害者
（ ）

２ 請 求 の 期 間 年 月 日から 毎 日
毎 週 曜日

年 月 日まで その他（ ）

３ 請求に係る早出遅出勤務の始業及び終業 始業時刻 時 分
の時刻

終業時刻 時 分

４ 備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号7

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
一
号
様
式
の
三
中
「時

間
外
勤
務

」
を
「超

過
勤
務

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号 8

第 ５ 号 様 式 の ７ （ 第 10条 の ２ 関 係 ）

年 次 有 給 休 暇 時 季 指 定 （ 変 更 ） 通 知 書

年 月 日

様

所 属 長 印

あ な た の 有 す る 年 次 有 給 休 暇 の う ち 日 に つ い て 、 下 記 の と お り 時 季 を 指 定 し ま す 。
（ 指 定 し た 時 季 を 変 更 し ま す 。 ）

記

１ 指 定 す る （ し た ） 年 次 有 給 休 暇 の 期 間

年 月 日 か ら
日 間

年 月 日 ま で

２ 変 更 後 の 年 次 有 給 休 暇 の 期 間

年 月 日 か ら
日 間

年 月 日 ま で

備 考 １ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る こ と 。
２ こ の 通 知 書 は 、 ２ 通 作 成 し 、 う ち １ 通 は 、 所 属 長 が 保 管 す る こ と 。
３ 通 知 を 受 け た 職 員 が 、 指 定 さ れ た 時 季 に 年 次 有 給 休 暇 を 取 得 す る 際 は 、 福
島 県 職 員 服 務 規 程 第 10条 第 １ 項 の 手 続 を 要 す る こ と 。

４ 時 季 指 定 の 対 象 は 、 技 能 労 務 職 員 の み で あ る こ と 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号9

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
十
条
の
二
の
規
定
の
対
象
と
な
る
年
次
有
給
休
暇
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
付
与

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
一
号
様
式
に

よ
る
福
島
県
職
員
身
分
証
明
書
は
、
当
該
証
明
書
の
有
効
期
間
満
了
ま
で
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
一
号
様
式
の

三
に
よ
る
深
夜
勤
務
（
時
間
外
勤
務
）
承
認
請
求
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
一
号

様
式
の
三
に
よ
る
深
夜
勤
務
（
超
過
勤
務
）
承
認
請
求
書
と
み
な
す
。

（
人

事

課
）

福
島
県
企
業
局

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 31年 ３ 月 29日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号
福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部
を 改 正 す る 規 程

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県
企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ２ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 労 働 基 準 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 49号 ） 第 39条 第 ７ 項 の 規 定
に 基 づ く 年 次 有 給 休 暇 の 時 季 指 定 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 知 事 の 事 務 部 局 に 勤 務
す る 技 能 労 務 職 員 の 例 に よ る 。
第 ９ 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。
た だ し 、 一 の 雇 用 期 間 （ 更 新 に よ り 延 長 さ れ た 雇 用 期 間 を 含 む 。 ） に お い て 10日 の

年 次 有 給 休 暇 が 適 用 さ れ る こ と と な っ た 場 合 の 取 扱 い は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用
す る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号 10

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
病
院
局

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正
す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 31年 ３ 月 29日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ２ 号
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の
一 部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 16年 福
島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ２ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 労 働 基 準 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 49号 ） 第 39条 第 ７ 項 の 規 定
に 基 づ く 年 次 有 給 休 暇 の 時 季 指 定 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 知 事 の 事 務 部 局 に 勤 務
す る 技 能 労 務 職 員 の 例 に よ る 。
第 30条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。
た だ し 、 一 の 雇 用 期 間 （ 更 新 に よ り 延 長 さ れ た 雇 用 期 間 を 含 む 。 ） に お い て 10日 の

年 次 有 給 休 暇 が 適 用 さ れ る こ と と な っ た 場 合 の 取 扱 い は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用
す る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 31年 ３ 月 29日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。



平成31年３月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第18号11

様 式 第 26号 を 次 の よ う に 改 め る 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島

県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
本
来
の
勤
務
に
従
事
し
な
い
で
行
う
庁
舎
、
校
舎
、
設
備
、
備
品
、
書
類
等
の
保
全
、

外
部
と
の
連
絡
、
文
書
の
収
受
、
庁
舎
又
は
校
舎
の
監
視
等
を
目
的
と
す
る
勤
務
」
を
「
お
い
て
行
う

勤
務
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

本
来
の
勤
務
に
従
事
し
な
い
で
行
う
庁
舎
、
校
舎
、
設
備
、
備
品
、
書
類
等
の
保
全
、
外
部
と

の
連
絡
、
文
書
の
収
受
、
庁
舎
又
は
校
舎
の
監
視
等
を
目
的
と
す
る
勤
務

二

高
等
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
寄
宿
舎
に
お
け
る
児
童
及
び
生
徒
の
生
活
指
導
等

の
た
め
の
定
時
的
巡
視
等
を
目
的
と
す
る
勤
務

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
宿
日
直
手
当
の
額
）

第
三
条

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
勤
務
一
回
に
つ
き
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

手

当

額

勤

務

の

区

分

一

宿
日
直
勤
務
（
二
に
掲

二

五
時
間
未
満
の
宿
日
直

げ
る
勤
務
を
除
く
。
）

勤
務

第
二
条
第
一
号
の
勤
務

五
、
三
〇
〇
円

二
、
六
五
〇
円

第
二
条
第
二
号
の
勤
務

六
、
一
〇
〇
円

三
、
〇
五
〇
円

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

教
育
庁
本
庁

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

室

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
二
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
三
条
第

二
項
の
表
に
掲
げ
る
室
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長
及
び
室
長
」
に
、
「
各
課
」
を
「
各
課
及
び
室
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長
及
び
室
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

決
裁
権
者

組
織
の
区
分

第
一
次
代
決
権
者

第
二
次
代
決
権
者

教
育
長

教
育
次
長

教
育
長
が
あ
ら
か
じ
め

指
定
す
る
者

課
長

主
幹
が
置
か
れ
て
い

当
該
事
務
を
掌
理
す
る

る
課

主
幹
（
以
下
「
主
務
主

幹
」
と
い
う
。
）

主
幹
が
置
か
れ
て
い

副
課
長
（
副
課
長
が
置

な
い
課

か
れ
て
い
な
い
課
に
あ
っ

て
は
、
当
該
事
務
を
掌

理
す
る
主
任
主
査
等
（
以

下
「
主
務
主
任
主
査
等
」

と
い
う
。
）
）

室
長

主
幹
が
置
か
れ
て
い

主
務
主
幹

る
室

主
幹
が
置
か
れ
て
い

副
課
長
（
副
課
長
が
置

な
い
室

か
れ
て
い
な
い
室
に
あ
っ

て
は
、
主
務
主
任
主
査

等
）

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
主
務
主
任
主
査
等
と
は
、
福
島
県
教
育
委
員
会
の
標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標

準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
別
表
第
一

の
二
に
定
め
る
標
準
的
な
職
が
主
任
主
査
に
相
当
す
る
職
制
上
の
段
階
の
職
で
あ
る
職
員
と
す
る
。

別
表
第
一
の
二
十
の
項
中
「
課
長
の
」
を
「
課
長
及
び
室
長
の
」
に
、
「
及
び
課
員
（
課
」
を
「
並

び
に
課
員
及
び
室
員
（
課
及
び
室
」
に
、
「
課
長
を
」
を
「
課
長
及
び
室
長
を
」
に
改
め
、
同
表
二
十

二
の
項
か
ら
二
十
六
の
項
ま
で
、
二
十
八
の
項
及
び
二
十
九
の
項
中
「
課
員
」
を
「
課
員
及
び
室
員
」

に
改
め
、
同
表
三
十
の
項
中
「
室
長
、
主
幹
」
を
「
主
幹
」
に
改
め
、
同
表
三
十
一
の
項
中
「
課
員
」

を
「
課
員
及
び
室
員
」
に
改
め
、
同
表
三
十
二
の
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長
及
び
室
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
義
務
教
育
課
の
項
第
一
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
号
中
「
及
び
市
町
村
立
中
学
校
」
を
「
、
市
町
村
立
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に

改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）


